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本報告書本文中に用いる用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中における記述に用いる用語の使い方は、次のとおりとする。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 

 

 



 

1 
 

１ 事故の概要 

１．１ 事故の概要 

発生日時：平成２４年１月２日 １４時５５分ごろ 
発生場所：熊本県荒尾市 

グリーンランド「バルーンタワー」 
被 害 者：４名軽傷（腰椎捻挫 １名、頸椎捻挫 １名、頸部捻挫 ２名） 
事故概要：乗客４名を乗せたゴンドラが最高部（約３２ｍ）まで達した後、

下降した際、着床位置から６ｍ付近の減速区間で、十分に減速が

できずに着床したため、通常より強い衝撃があり、乗客４名が軽

傷を負った。 
 
１．２ 調査の概要 

平成２４年１月６日 昇降機等事故調査部会委員、国土交通省職員及び熊本

県職員による現地調査を実施 
 

その他、昇降機等事故調査部会委員によるワーキングの開催、ワーキング

委員、国土交通省職員による資料調査を実施。 
 
 

２ 事実情報 

２．１ 遊園地に関する情報 

所有者：グリーンランドリゾート株式会社（以下「グリーンランド」という。） 

所在地：熊本県荒尾市 
 
２．２ 遊戯施設に関する情報 

2.2.1 事故機の仕様等に関する情報 
（１）事故機の主な仕様に関する情報 

機 種 名：一般名称 パラシュートタワー、固有名称 バルーンタワー 
管 理 者：株式会社サノヤス・ヒシノ明昌（現サノヤス・ライド株式会社

以下「サノヤス・ヒシノ明昌」という。） 
製 造 者：サノヤス・ヒシノ明昌 
施 工 者：サノヤス・ヒシノ明昌 
最 高 速 度：２．７ｍ／ｓ（＝９．７２ｋｍ／ｈ） 
最高部高さ：４６．４ｍ 
ゴ ン ド ラ：６台 
乗 車 人 員：２４名（４名×６台） 
駆 動 方 式：環状に配置された主索を機械室内の駆動装置にて動かすこと

により、主索に固定されたゴンドラが昇降する。 
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動 力：７．５ｋＷ×６台 
制 動 装 置：非常停止ボタンまたはリミットスイッチの作動によりブ

レーキが効きゴンドラが停止する。ただし、通常の下降

減速時はインバーター制御による減速動作であるのでブ

レーキは用いない。 
乗 車 制 限：ゴンドラ１台あたり４名まで乗車可能である。１名６５

ｋｇとして２６０ｋｇの制限としていたが、案内板への

記載なし。係員が目視にて確認していた。 
拘 束 装 置：なし、（側壁あり） 

（２）確認済証交付年月日：平成元年１１月２２日 
（３）検査済証交付年月日：平成２年３月１２日 

 
2.2.2 事故機の定期検査に関する情報 

直近の定期検査実施日：平成２３年９月２日（指摘事項なし） 
検査実施者：サノヤス・ヒシノ明昌の社員 

 
2.2.3 事故機の構造に関する情報 

パラシュートタワーの主索（ワイヤーロープ）は塔上部の滑車と機械室

内の駆動差装置との間に環状にかけられており、外部にゴンドラ（客席部）

が、また塔内につり合い重りが、その主索に固定されている。機械室内に

は６台の駆動装置が設置されており、それぞれ独立した６台のゴンドラの

上昇・下降動作を行うものである。 

 
写真１．当該遊戯施設（遊園地のホームページによる） 
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図１．パラシュートタワーの構造 

地盤面 

ゴンドラ自重

２５０ｋｇ 

速度検出

ブレーキ 

つり合い重り 
自重 ３８０ｋｇ 

機械室 

舞台 

塔内 

緩衝材

約３２ｍ 
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2.2.4 事故機の運行に関する情報 
① 上昇時、下降時ともにインバーター制御により加速、減速を行う。 

② 高さ約３２ｍまで上昇した後、速度２．７ｍ／ｓで降下する。 

③ 着床位置から高さ６ｍの地点まで降下した時点で減速を開始する。 

 
写真２．高さ６ｍで減速開始 

 

④ インバーターにより速度０．２５ｍ／ｓまで減速し、そのまま降下し

緩衝材に接し着床する。本動作を２回繰り返す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真３．緩衝材に接した状態 

 
写真４．緩衝材（厚さ２０ｃｍ） 
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図２．パラシュートタワー動作概要 

上昇 
（１回目） 

下降 
（１回目）

上昇 
（２回目）

下降 
（２回目）

ゴンドラ速度 ：インバーター周波数

２．７ ｍ／ｓ：  ５４Ｈｚ 
０．７５ｍ／ｓ：  １５Ｈｚ 
０．２５ｍ／ｓ：   ５Ｈｚ 

運転開始 停止 再上昇 運転終了

上昇加速

0→0.75m/s

定速

0.75m/s

減速区間

0.75→0.25m/s

低速

0.25m/s
下降加速

0→2.7m/s

定速

2.7m/s

減速区間

2.7→0.25m/s

低速

0.25m/s
上昇加速

0→0.75m/s

定速

0.75m/s

減速区間

0.75→0.25m/s

低速

0.25m/s
下降加速

0→2.7m/s

定速

2.7m/s

減速区間

2.7→0.25m/s

低速

0.25m/s

減速センサーの動作に

より、インバーターは

減速制御を開始する。 

停止センサーの動作により、

インバーターは低速制御か

ら停止動作に移行する。 
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2.2.5 事故機の積載荷重に関する情報 

① 確認申請時の資料によると、積載荷重の上限は２６０ｋｇ（６５ｋｇ

×４人）である。 

② 事故機に乗車していたのは、家族４名である。事故後に遊園地の担当

者が被害者からヒアリングした内容によると、４名の体重は合計３１

０ｋｇになるとのことであった。事故時の積載荷重は体重の合計に服

等の重さを加えた値となる。 

③ 事故機の運転マニュアルには、定員（大人４名）を厳守することは明

記されているが、積載荷重に関することは記載されていない。 
④ 積載荷重の２６０ｋｇを厳守しなければいけないことについて、サノ

ヤス・ヒシノ明昌から運行管理の担当者に明確な指示はなかった。 
⑤ 確認申請時の資料に積載荷重の記載があったため、運行管理の担当者

が自主的に目視で乗客の体重を確認するようにしていたが、事故当時

は「２６０ｋｇ以内であると判断した」とのことである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真５．注意看板 

積載荷重に

関する注意

書きはない 
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２．３ 調査で得られた情報 

2.3.1 現地調査により得られた情報 
事故機による再現実験を次のように行った。ゴンドラに重りを載せて運

転し、減速が完了してから低速で停止位置まで降下するのに要する時間を

測定した。測定結果は以下のとおり。（表１） 
 

表１．減速完了から着床までの時間 
積載荷重 ４号機（事故機） ３号機（隣接機） 
０ｋｇ １２秒 １１秒 

２６０ｋｇ ９秒 ――― 
３２０ｋｇ ７秒 ――― 
３４０ｋｇ ５秒 ４秒 
３６０ｋｇ ４秒 非常停止※ 
３８０ｋｇ 非常停止※ ――― 

※ 着床直前までに十分に減速されていなかった為、運転者が非常停止ボ

タンを押し停止させた。 
 

事故機では、定格積載荷重の２６０ｋｇの場合、減速が完了して速度が

十分に遅くなってから着床するまでに約９秒かかっている。積載荷重が大

きくなるにつれて、減速が完了してから着床するまでの時間が短くなり、

事故機である４号機では３８０ｋｇ、隣接機の３号機では３６０ｋｇの積

載量で、着床までに十分に減速できなかった。 
事故当時の積載荷重は乗客からのヒアリングにより３１０ｋｇ～３２０

ｋｇ（衣服や手荷物の重量を考慮）であったと推定されるが、３１０ｋｇ～

３４０ｋｇ程度の積載荷重では、着床時に想定される低速速度まで減速しき

れない状況は再現できなかった。 
 
2.3.2 サノヤス・ヒシノ明昌による検証により得られた情報 

昇降機等事故調査部会委員等による現地調査後も引き続き、サノヤス・

ヒシノ明昌より減速完了までの時間が長くなる要因についての検証を行

った。（表２） 
 

表２．サノヤス・ヒシノ明昌の検証結果 
検証項目 検証内容 結果 判定

設計仕様 

モーター仕様、イン

バーター仕様から

求まる、制御可能な

減速時最大積載荷

重を検証する。 

仕様上は約４５０ｋｇまで制御

可能である。 
○ 
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センサー故障

の有無 

下降減速センサー

及び下降停止セン

サーの動作状況の

確認を行う。 

積載荷重０ｋｇ、４００ｋｇにおいて、

下降時のセンサー出力動作を測定器に

おいて確認した。 
○ 

駆動系の 
異常に 

関する検証

インバーター出力

をモニターし、減速

動作の動作状況を

確認する。 

積載荷重０ｋｇ、４００ｋｇに

おいて、インバーター出力が５

４Ｈｚから５Ｈｚに段階的に変

化し、低速動作（５Ｈｚ）に移

行することを確認した。 

○ 

ただし、積載荷重４００ｋｇの

場合、積載荷重０ｋｇと比較し

て、減速に要する時間が長くな

っている。 

△ 

駆動シーブと

ワイヤー間の

滑り 

駆動シーブとワイ

ヤー間に滑りが生

じているかどうか

を検証する。 

昇降機等事故調査部会委員等に

よる現地調査時に目視にて滑り

が発生していないことを確認し

た。 
また、上記積載荷重４００ｋｇ

でのインバーター出力において

も、ゴンドラ速度がインバータ

ー出力に遅れなく追従できてお

り、滑りはないことを確認した。 

○ 

インバーター

の劣化 

インバーター製造

者（富士電機）によ

る調査を行う。 

インバーター制御に関わる主回

路部のコンデンサーの劣化が認

められた。また、インバーター

の故障履歴から、制御基板上の

コンデンサーが劣化していた可

能性があると考えられる。イン

バーターは１９８９年製であっ

た。（設置後２２年経過） 

× 

モーターの

劣化 

機械的判断：異常振

動、異常音、異臭の

確認を行う。 

異常振動、異常音、異臭は認め

られなかった。 
○ 

電気的判断：絶縁抵

抗値の測定を行う。

１～６号機の絶縁抵抗値を測定

し、全て１００ＭΩ以上である

ことを確認した。 
○ 
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２．４  建築基準法の関係法令における遊戯施設の停止方法に関する技術基準 

建築基準法の関係法令において、遊戯施設が客席部分以外の部分に衝突す

ることなく制止できるための基準が次のように定められている。 
 

建築基準法施行令第１４４条 遊戯施設（抜粋） 
令第１４４条 第１３８条第２項第二号又は第三号に掲げる遊戯施設（以下この条にお

いて単に「遊戯施設」という。）に関する法第８８条第１項において読み替えて準用

する法第２０条の政令で定める技術的基準は、次の通りとする。 
一 ～ 三（略） 
四 動力が切れた場合、駆動装置に故障が生じた場合その他客席に居る人が危害を受

けるおそれのある事故が発生し、又は発生するおそれのある場合に自動的に作動す

る非常止め装置を設けること。 
五 前号の非常止め装置の構造は、自動的に作動し、かつ、当該客席部分以外の遊戯

施設の部分に衝突することなく制止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造

方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 
六、七（略） 

２（略） 

 
平成１２年建設省告示第１４２７号 

遊戯施設の非常止め装置の構造方法を定める件 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条第六号の規定に基づき、

遊戯施設の非常止め装置の構造方法を次のように定める。 

 

 遊戯施設の非常止め装置の構造方法は、平成１２年建設省告示第１４１９号の別表第

１（以下「別表第１」という。）の遊戯施設の種類の欄各項に掲げる区分に応じ、定常

走行速度及び勾配がそれぞれ同表の定常走行速度の欄及び勾配の欄各項に掲げる数値

以下の遊戯施設及び同告示の別表第２の遊戯施設の種類の欄各項に掲げる区分に応じ、

定常円周速度及び傾斜角度がそれぞれ同表の定常円周速度の欄及び傾斜角度の欄各項

に掲げる数値以下の遊戯施設（別表第１（四）項に掲げる遊戯施設その他動力の切断、

駆動装置の故障等により客席にいる人が危害を受けるおそれのある事故が発生し、又は

発生するおそれのない遊戯施設を除く。）について、次に定めるものとする。 

一 客席部分の走行速度、円周速度及び傾斜角度が、それぞれ通常の走行又は回転に

おける速度又は角度を超えた場合に客席部分を制止する装置を設けること。ただ

し、動力を切った場合において客席部分が加速せず、かつ、安全に停止する構造の

ものにあっては、動力を切る装置とすることができる。 

二 動力が切れた場合又は駆動装置に故障が生じた場合に、加速するか、又は通常の

走行又は回転の方向と逆の方向に走行又は回転するおそれがあるものにあっては、

加速又は逆の方向への走行又は回転を防止する装置を設けること。 

三 油圧式の駆動装置による遊戯施設にあっては、次に掲げる装置を設けること。 
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イ 遊戯施設の運転中に油圧が異常に増大した場合に、自動的に作動し、かつ、作

動圧力（ポンプからの吐出圧力をいう。）を定格圧力（積載荷重を作用させて連

続して使用できる最高圧力をいう。）の１．２５倍を超えないようにする装置 

ロ パワーシリンダーで客席部分を支持して昇降させる構造のものにあっては、圧

力配管、油圧ゴムホース、ポンプ等が破損した場合に客席部分の急激な降下を防

止する装置 

ハ 油温を摂氏５度以上摂氏６０度以下に保つための装置 

ニ プランジャー及びパワーシリンダーにあっては、ストロークの離脱を防止する

装置 

四 １の軌道上に２以上の客席部分（複数の客席部分が連結されて走行するものにあ

っては、これを一の客席部分とみなす。）が同時に走行する遊戯施設にあっては、

追突を防止する装置を設けること。 

 
上記告示の構造基準では、走行速度等が定格速度等を超えた場合や、動力

が切れた場合の加速や逆走が生じた場合を想定した非常止め装置の基準が定

められているが、停止動作時の減速の遅れを想定した装置の基準や通常の停

止動作方法が明確には定められていない。 
なお、油圧式の駆動装置による遊戯施設にあっては、上記第三号の規定に

より、急激な降下やプランジャー部分の離脱を防止する構造となっている。 
 
 

３ 分析 

３．１ 減速完了までの時間が長くなる要因に関する分析 

2.3.2 で示した検証の結果から、減速完了までの時間が長くなり低速速度

（０．２５ｍ／ｓ）以上で着床位置に達する可能性が生じるものとして、 
・積載荷重が大きい場合に、下降時の減速完了までの時間が長くなっている

こと 
・インバーターの異常 
が要因として考えられる。 
 

３．２ 積載荷重と減速制御に関する分析 

2.2.4 で示したとおり、本パラシュートタワーは、着床位置より高さ６ｍ

の位置から減速制御を行い、０．２５ｍ／ｓ（５Ｈｚ）の速度に達した後、

低速速度にて着床位置まで下降するものである。 
2.3.1 で示したとおり、積載荷重が０ｋｇの場合は減速完了後着床までに

１２秒を要しており、定格積載荷重である２６０ｋｇの場合は減速完了後着

床までに９秒を要している。このことから積載荷重が大きくなるにつれて減

速完了までに要する時間が長くなることが分かり、ある積載荷重を超えると

減速が完了せずに着床位置に達してしまう可能性が考えられる。 
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これは、ゴンドラが減速する際に生じる回生電力に対するインバーター主

回路部の保護機能動作（回生回避動作）によるものである。本保護機能は、

回生電力の発生を抑制するための制御方法であり、規定値以上の回生電力が

発生した場合に通常行われる一定割合での減速と比べて段階的な減速が行わ

れる（平均減速度が通常より小さくなる）ことになる。このため、積載荷重

が大きくなると、規定値以上の回生電力が発生し減速完了までに要する時間

が長くなる。 
ただし、2.3.2 で示したとおり、設計上の仕様では、積載荷重の１．７倍

を上回る４５０ｋｇまで減速制御が可能である。また、積載荷重の１．５倍

を上回る４００ｋｇでの再現試験においても、減速完了までの時間の増加は

あるものの着床位置に達するまでに減速が完了していることが確認されてい

る。2.3.1 の結果を併せて考慮しても、事故時の積載荷重３１０ｋｇでは着

床位置に達するまでに減速が完了していたものと考えられる。 

なお、定格積載荷重を超える重量の乗客が乗車したことについては、2.2.5
で示したとおり、運行管理が明確でなかったこと、及び、係員が目視により

乗客の体重を判断していたことによるものと認められる。 
 

３．３ コンデンサーの劣化に関する分析 

2.3.2 で示したとおり、事故機のインバーターをインバーター製造者が調

査したところ、インバーター制御に関わる主回路部のコンデンサーの劣化が

認められる。また、制御基板上のコンデンサーも劣化の可能性があると考え

られる。 
主回路部及び制御基板上のコンデンサーの劣化が進み、制御基板内で誤作動

が発生し、通常では動作しない状況で回生回避動作が行われたものと推定さ

れる。 
 
 

４ 原因 

本事故は、ゴンドラが着床位置に達する際の速度が速かったために、着床時

の衝撃によりゴンドラの乗客４名が負傷したものと推定される。 
ゴンドラが着床位置に達する際の速度が速かったのは、乗客の合計体重が定

格積載荷重を超えており、回生回避動作により通常運行時と比較して減速完了

までの時間が長くなる状況にあったことに加え、コンデンサーの劣化による制

御回路の誤動作のため、本来動作しなくてよい状況で回生回避動作が行われた

ことにより、更に減速完了までの時間が長くなったものと考えられる。 
コンデンサーの劣化が進んでいたのは、１９８９年製の部品が２２年間交換

されずに使用し続けていたことによる経年劣化が原因と推定される。 
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５ 再発防止対策 

５．１ サノヤス・ヒシノ明昌が講じた再発防止対策 

サノヤス・ヒシノ明昌は、安全対策及び再発防止対策として、以下の内容

を実施した。（表３） 
表３．再発防止対策の内容 

項目 内容 

インバーター

の更新 

劣化したインバーターを新型のインバーターに更新する。 
新型とすることで、主回路コンデンサー容量、冷却ファン累

計運転時間が表示可能となり、点検の際の劣化状況の確認が

容易となる。 

制限荷重 

乗客の過荷重を避けるため、制限荷重（２６０ｋｇ）を設け、

具体的に次の対応を実施する。 
① 案内看板に、制限荷重２６０ｋｇを明記する。（図３） 
② 営業マニュアルに、制限荷重２６０ｋｇを明記し、運転

者に徹底する。（表６） 
③ ４人乗り荷重計をステージ入口部に設け、確実に制限荷

重２６０ｋｇの管理を行う。（写真６） 
④ 定期検査において、３２５ｋｇ（２６０ｋｇ×１．２５）

の荷重による安全確認を行う。（表７） 
部品交換基準 各部品の交換基準を定め、メンテナンスを強化する。 

ゴンドラ動作

改良 

センサーを追加して、２往復するゴンドラ動作において、１

回目の下降停止位置を６ｍの高さとし、２回目の下降減速は

２段階の減速とする。（図４） 
 

５．２ 同タイプのパラシュートタワーに関する安全確認 

サノヤス・ヒシノ明昌によると、事故機の同型機は次の２機存在している。 
・那須ハイランドパーク（栃木県那須町）：スカイバルーン 
・妙高サンシャインランド（新潟県上越市）：バルーンタワー 
国土交通省は、特定行政庁を介してこれらの遊戯施設の安全確認及び乗車

制限を守るための運行管理の確認を行い、下表の結果を得た。（表４） 
 

表４．同型機の安全確認結果 

 動作確認 
インバーター等の劣

化状況の確認 
乗車制限を守るため

の運行管理状況 

那須ハイ

ランドパ

ーク 

積載０ｋｇ、２６０ｋ

ｇ、３２５ｋｇにて動

作確認し、問題は見受

けられなかった。 

製造１５年を経過し

ている３台に関し、

交換を実施した。（平

成２４年４月） 

２６０ｋｇ計量の荷

重計を設置した。（平

成２４年４月） 
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妙高サン

シャイン

ランド 

積載２６０ｋｇにて

繰り返し動作確認

し、問題は見受けら

れなかった 

新型インバーターに

交換済み。（平成２２

年４月） 

設計上定員大人４名の

ところを、運行管理に

より定員大人３名とし

ている。（平成２２年）

 

５．３ 類似事故の再発防止の検討 

事故機のように、客席部分を垂直方向に下降させ、最終的に地盤面（着床

するための床等を含む）に接する形で乗客を降ろす構造の遊戯施設にあって

は、制御機に劣化、異常があり減速動作が通常時よりも遅れた場合に、地盤

面への着床時の衝撃が増し、乗客が負傷する可能性が考えられる。 
現行の基準では、定格速度以上となった場合に機能する非常止め装置が義

務付けられているが、減速時の動作のように定格速度以下の状況では減速の

遅れによる過速状態となっても非常止め装置は作動しない。 
上述の減速遅れによる地盤面への着床時の衝撃増を防止する方法として、

停止減速動作時の速度を監視して、所定の速度を超過している場合に、非常

止め装置により制動をかけることが必要である。その際には、非常止め装置

による制動開始から停止までの間に地盤面に衝突しない距離で感知する必要

がある。 
同様に、通常の減速動作において減速遅れが生じることによりコース上の

他の客席等に衝突するおそれのある遊戯施設として、コースター、マッドマ

ウス等が考えられる。これらに関しても現状では通常減速動作に関する規定

はないため対策を検討すべきである。 
また、本事故は過積載状態も減速動作が遅れた要因として考えられるため、

運行管理面で過積載状態とならない構造に関しても検討すべきである。 
 
 

６ 意見 

国土交通省は、以下について検討を行い、必要な措置を講ずること。 
① 停止動作時の減速の遅れにより地盤等へ衝突するおそれのある遊戯施設に

ついて、停止動作時の減速において所定の速度を超過していた場合に自動で

客席を安全に停止する装置についての検討 
② 減速の遅れによりコース上の他の客席等に衝突するおそれがあるその他の

遊戯施設についての検討 
③ 計測器を用いる等、過積載状態の場合には、遊戯施設の運行を行わない構造

についての検討 
④ 設置後経過年数、稼働時間、稼働回数等により交換が必要な機器について、

定期検査制度等を活用することにより確実に交換が実施される仕組みにつ

いての検討 
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７ 参考 

 グリーンランドのパラシュートタワーにおいて実施された再発防止策に関す

る詳細を以降に示す。 

 
図３．案内板への制限荷重２６０ｋｇの記載 

明記
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写真６．荷重計の設置 

 
表７．定期検査マニュアル（抜粋） 

１．本定期検査マニュアル作成の目的 
通常、定期検査は「定期検査業務基準書（建築設備・昇降機センター）及び、定期検査マ

ニュアル（全日本遊園施設協会）」に基づき、実施されるが、本施設は積載荷重が制御能

力に大きく影響し且つ、安全性に直接関与するため、制限荷重の１．２５倍の荷重でテス

トを行い、設備の安全性を保証することとする。又、荷重テストに指標を設け、継続的に

記録することにより、早期に駆動系の劣化状況を把握し、メンテナンスの強化を図る。 

２．本設備に特別に付加する検査項目 
・インバーターの劣化状況の確認。（交換時期の計画） 
・制限荷重（２６０ｋｇ）の１．２５倍荷重（３２５ｋｇ）での荷重テスト。 

３．検査の内容 
① インバーターのタッチパネルを操作し、各部品の交換時期を確認し記録する。 

内容 寿命判定レベル 
主回路コンデンサー容量 ８５％ 

プリント基板電解コンデンサー累積時間 ８７，６００時間 
冷却ファン運転時間 ８７，６００時間 

② 荷重テストに於いては、以下の確認を行い記録すること。 
１回目降下時低速（５Ｈｚ）開始から、最下点（停止）までの時間を計測する。 
・１運転２往復する内の、減速比の大きい１回目の減速時間を計測し判断することとした。

・計測方法は、インバーター表示画面より、低速（５Ｈｚ）になった時点より、０

Ｈｚになるまでの時間をストップウォッチで計測する。 

４．定期検査報告書への記載内容 
添付「検査結果表」参照のこと。（略） 
検査結果表への記載内容は、計測結果のうち、最悪のものについて記入のこと。 

制限以下の場合

→緑ランプ 

制限を超えた場合 
→赤ランプ及びブザー鳴動 
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図４．パラシュートタワー動作改善内容 

運転開始 

停止 再上昇 

運転終了

センサーの動作により、インバ

ーターは２段目の減速動作に

移行する。（２回目の下降時） 

減速センサーの動作に

より、インバーターは

減速制御を開始する。 

センサーの動作により、イ

ンバーターは低速制御から

停止動作に移行する。 

上昇加速

0→0.75m/s

定速

0.75m/s

減速区間

0.75→0.25m/s

低速

0.25m/s
下降加速

0→2.7m/s

定速

2.7m/s

減速区間

2.7→0.25m/s

低速

0.25m/s
上昇加速

0→0.75m/s

定速

0.75m/s

減速区間

0.75→0.25m/s

低速

0.25m/s
下降加速

0→2.7m/s

定速

2.7m/s

減速区間

1.5→0.25m/s

低速

0.25m/s

減速区間

2.7→1.5m/s

定速

1.5m/s

６ｍ

６ｍ

ゴンドラ速度 ：インバーター周波数

２．７ ｍ／ｓ：  ５４Ｈｚ 
１．５ ｍ／ｓ：  ３０Ｈｚ 
０．７５ｍ／ｓ：  １５Ｈｚ 
０．２５ｍ／ｓ：   ５Ｈｚ 

上昇 
（１回目）

下降 
（１回目）

上昇 
（２回目）

下降 
（２回目）


